
○東日本大震災により被災した平成31年度東京藝術大学入学志願者の検

定料免除に関する要項

改正 平成25年５月16日 平成25年10月24日 

  平成26年６月26日 平成27年６月18日 
  平成28年５月18日 平成29年５月18日 

平成30年５月17日

（目的） 

第１条 この要項は、東日本大震災（以下「震災」という｡)により被災した者で本

学に入学を志願する者への入学試験に係る経済的負担を軽減することにより進学

機会の確保を図るため、検定料の免除（以下「免除」という｡)の取扱いについて

定めるものとする。 

（免除の対象者） 

第２条 免除の対象となる者は、平成31年４月に本学に入学を志願する者（以下 

「志願者」という｡)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、

研究生及び科目等履修生並びに委託生は除く。 

（１）震災の前日において志願者の学資を主として負担する者（以下「学資負担

者」という｡)が、震災により死亡又は行方不明の者

（２）学資負担者が、震災に際して災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用さ

れた市区町村（東京都を除く｡)に居住する自宅家屋（学資負担者が所有するも

のに限る｡)が全壊、大規模半壊、半壊又は流失の被害を受けた者

（３）居住地が福島第一原子力発電所の事故により、警戒区域または計画的避難区

域となった場合

（免除の申請） 

第３条 前条の規定により免除を受けようとする者は、入学検定料免除申請書（別

紙様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付し、本学が指定する日までに学長

に提出しなければならない。 

（１）学資負担者の死亡等を証明する書類（前条第１号により免除を申請する者に

限る｡)

（２）市区町村長又は消防署長発行の罹災証明書又は被災証明書（前条第２号及び

第３号により免除を申請する者に限る｡)

（３）その他本学が必要と認める書類

（免除の許可）

第４条  免除は、前条の規定により申請があった者について、その被害内容によ

り、学長が許可する。 

（免除の額） 

第５条 免除の額は、その全額とする。 

（雑則） 

第６条 この要項に定めるもののほか、免除の取扱いに関し必要な事項は別に定め

る。 

平成24年11月15日 
制 定 



 

附 則 

１ この要項は、平成 24 年 11 月 15 日から施行し、平成 24 年４月１日から適用す

る。 

２ 東日本大震災大震災により被災した東京芸術大学入学志願者の検定料免除に関

する要項（平成 24 年１月 23 日制定）は、廃止する。 

附 則 

この要項は、平成25年５月16日から施行し、平成25年４月１日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成25年10月24日から施行し、平成25年７月18日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成26年６月26日から施行し、平成26年４月１日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成27年６月18日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成28年５月18日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成29年５月18日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成30年５月17日から施行し、平成30年４月１日から適用する。 



別紙様式第１号（第３条関係） 

入学検定料免除申請書 

（元号）   年 月 日 

東京藝術大学長 殿 

申請者（入学志願者） 

氏 名 印 

住 所 〒 

連 絡 先 ℡ 

（携帯） 

私（又は私の学資負担者）は、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災において、下記の

とおり被災しましたので、必要書類を添付のうえ、入学検定料の免除を申請いたします。 

入 学 の 時 期 平成 31年４月 

入 試 の 種 類 
□ 学部 □ 別科 □ 大学院（修士課程）

□ 大学院（博士後期課程）□音楽学部附属音楽高等学校

志 願 学 部 等 

（学部・学科・専攻等） 

被 災 状 況 

（該当箇所にチェック） 

□ 学資負担者の死亡又は行方不明

□ 全壊 □ 大規模半壊 □ 半壊 □ 流失

□ 福島第一原発の事故による避難区域（警戒区域・計画的避難区域）

証明書等添付書類 

□ 学資負担者の死亡又は行方不明を証明する書類（コピー可）

□ 罹災証明書（コピー可） □ 被災証明書（コピー可）

□ その他（ ） 


